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【基調講演】Ⅰ 

畜産環境の課題と将来 

～新たな価値を生み出す資源循環型畜産～ 

日本畜産環境学会 理事長 

東北大学 総長特別補佐・農学研究科教授

中井 裕 

１．日本の畜産と環境汚染問題の発生 

（１）家畜飼養規模の拡大と環境問題の

発生

日本の畜産生産額は 1992 年以降 2.5～

2.9 兆円でほぼ安定しています。畜産農家

数はすべての畜種で減少し、とくに乳用

牛の減少が大きくなっています。しかし、

畜産農家 1 戸当たりの家畜の飼養頭羽数

規模はすべての畜種で年々増加し、畜産

農家 1 戸当たりの排せつ物発生量が増加

しているため、環境問題発生の危険性は

増大しています。 

（２）家畜排せつ物法 

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用

の促進に関する法律（家畜排せつ物法）

は平成 11年 11 月に制定され、平成 16 年

には排せつ物の野積み・素掘りが完全に

禁止されました。家畜排せつ物法の施行

図１ 肉牛農家飼養規模別戸数の推移 
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後に、環境汚染に関する苦情件数は減少

しましたが、その間に畜産農家戸数も

年々減少しているので、苦情発生率（農

家 1戸当たりの）は 2％前後の横ばいで苦

情発生率は減少していません。 

しかし、家畜排せつ物法の施行前後で、

畜産農家戸数の激減はみられませんでし

た。図１は肉牛農家飼養規模別戸数の年

次推移を示したものです。戸数は年々減

少しているものの、法施行前後で激減は

みられず、むしろ減少傾向はなだらかに

なっていることが分かります。 

（３）苦情の内容別発生状況 

平成27年苦情発生件数は1,604件あり、

その内訳は悪臭関連が 55.9％と最も多く、

次いで水質汚濁関連が 22.7％となってい

ます。畜種別では乳用牛が 31.5％と多く、

次いで豚が 28.1％の順となっています。 

２．畜産環境が抱える課題 

（１）排せつ物処理に関わる過大な経費 

年間約 4 億 400 万トン排出される産業

廃棄物の内訳をみると、汚泥が 43.6％と

最も多く、家畜排せつ物は 21.7％になっ

ています。畜産が GDP（国内総生産）に
占める割合は 0.5％に過ぎないので、GDP
で 0.5％の畜産が産業廃棄物の 21.7％を

処理しなければならないので、過大な処

理経費がかかることになります。 

また、家畜排せつ物の日々の発生量と

環境負荷量は大きく、大規模な処理施設

が必要になります。例えば、搾乳牛 1 頭

の排せつ物量は 60 kg／日という膨大な
量があります。環境負荷量として BOD（生
物化学的酸素要求量：有機物を微生物分

解するのに要する酸素量）の量でみると、

肥育豚は 50 g／日、搾乳牛は 350 g／日
の発生量があります。ヒトの BOD発生量
は 18 g／日なので、豚 1 頭は 3 人分、搾
乳牛 1頭は 20 人分に相当します。したが

って、100 頭規模の酪農から発生する環境

負荷量（BOD量）は 2,000 人規模の村に
匹敵します。村ならば税金を投入し処理

施設を作ることができますが、家畜排せ

つ物の処理のために農家に過大な経費が

かかることになります。 

（２）悪臭問題 

前述のように苦情が多いのは悪臭問題

です。悪臭防止法で表１のような悪臭関

連物質が規制されています。 

表１ 畜産関連の悪臭物質 

対策としては、１）飼養施設のウィン

ドレス化、低 CP飼料、２）密閉型コンポ
スト施設（例えば、エアドーム球場型な

ど）、３）コンポスト化過程での通気、撹

拌、４）脱臭装置（例えば、臭気燃焼装

置など）、５）密閉型汚水処理施設（例え

ば、UASB法など）、６）メタン発酵、な
どが行われています。 
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（３）汚水処理 

汚水処理の課題には、１）水質悪化、

２）富栄養化（アオコや赤潮の発生など）、

３）地下水汚染（硝酸塩中毒）、４）サル

モネラ、大腸菌、クリプトスポリジウム、

５）薬剤耐性細菌、６）渦鞭毛虫などが

あります。表２は国内で発生したクリプ

トスポリジウムの患者数、感染源などを

まとめたものです。遺伝子型 2（gt2）と
よばれる牛由来のクリプトスポリジウム

が問題となっています。 

表２ クリプトスポリジウムの国内発生例 

汚水処理対策としては、１）適切な汚

水処理、２）施設整備、３）放流基準の

遵守、４）放流水の消毒、５）感染動物

の排除などが必要になります。 

（４）土壌還元の難しさ 

わが国の畜産は、地域的に家畜飼育密

度の偏りがあり、土地から乖離している

ため、ふん尿を肥料還元できる農地が不

足しています。例えば、乳牛 40 頭の酪農

家の場合、副資材込みで年間 1,200 トン

のふん尿が発生しますが、それを還元す

るには 30 ha の土地が必要になります。
北海道以外では、これは不可能です。ま

た、堆肥（コンポスト）化しても、流通

が困難な実態があります。 

対策としては、１）自給飼料用農地の

確保、２）家畜飼育の分散化、３）堆肥

の流通支援、４）耕種農家が求める堆肥

の品質確保、５）堆肥散布の請負、６）

耕種農家との連携などが必要になります。 

（５）温室効果ガスの放出 

畜産が放出する温室効果ガスには、家

畜消化管由来のメタンと、ふん尿処理過

程のメタンと一酸化二窒素があります。

国内で放出される温室効果ガス総量は

13.08 億トンで、農業分野由来はその

2.75%に当たる3,596万トンと試算されて

います。農業は GDP1％の産業ですので、
寄与率は高いことになります。 

農業分野の温室効果ガス放出量の中で

畜産が占める割合は 55.6％と高いものと

なっています。その内訳は、家畜消化管

由来のメタンが 25.9％、ふん尿処理過程

のメタンが8.4％、一酸化二窒素が21.3％

となっています。対策としては、１）ル

ーメン由来メタン発生の抑制（飼料添加

物など）、２）汚水処理過程の曝気の適正

化、３）堆肥化過程での通気、撹拌、４）

脱臭装置、臭気燃焼装置、５）メタンの

回収などが考えられます。 

３．家畜排せつ物の処理・利用 

（１）環境と調和した資源循環型畜産 

家畜排せつ物の処理・利用方法は多種

多様であり、畜種、ふん尿の排出形態、

地域、経営規模、面積、耕種農家、環境

などを総合的に勘案して選定する必要が

あります。そして重要なことは、目の前

の排せつ物を厄介者として処理するだけ

なく、堆肥などを使う側のことを考える
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必要があります。図２に示す環境に調和

した資源循環型畜産です。 

家畜排せつ物は堆肥（コンポスト）に

して肥料利用し、植物生産して家畜生産

に戻す循環です。また、汚水処理も処理

して肥料利用、メタン発酵はメタンのエ

ネルギー利用と消化液の肥料利用、この

ような資源循環型の環境と調和した畜産

を考えました。 

図２ 環境と調和した資源循環型畜産 

図３ 新たな価値を生み出す資源循環型畜産 
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（２）新たな価値を生み出す資源循環型

畜産 

そこからもう一歩先を見て、資源循環

型畜産から新たな価値を生み出すことを

考えています。図３に示すように、メタ

ン発酵するにしても、家畜排せつ物だけ

でなく食品等の産業廃棄物を一緒に利用

することによって、収益を得たり、メタ

ン発酵を効率化することができます。堆

肥化（コンポスト化）でも熱やアンモニ

アが回収できます。さらにメタン発酵消

化液の高付加価値化、汚水処理における

メタンや窒素・リンの回収など、単に処

理するだけでなく新たな価値を生み出す

ことを考えています。 

（３）ルーメン微生物機能を活用した新

規メタン発酵システム 

牛は 4 つの胃を持っていて、第 1 胃を

ルーメンと呼びます（図４）。ルーメンは

内容積が 200 リットルあり、ルーメン液

の中には 2 千兆個の細菌と 2 千億個の原

虫が住んでいます。牛の体の細胞数は 400

兆個なので、牛の細胞数の 5 倍もの微生

物をルーメンの中で飼っていることにな

ります。私は、これを、「牛は牛革を被っ

た微生物である」といつも言っています。 

図４ 牛の第一胃（ルーメン）の機能 

食肉処理場の排水処理では、ルーメン

液が汚水処理施設に流入するので、汚染

物質量が増加し、汚水処理施設の電気代

が高くなっています。そこで、汚水処理

施設にルーメン液を流入させず別途処理

することによって汚水処理施設の電気代

を大幅に削減できることができます。 

ルーメンに入ってきた草をルーメン微

生物が分解し、牛の生育を助けています。

ルーメン液の微生物を純粋に培養しなく
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ても、ルーメン液をそのまま用いること

によって、紙などを溶かすことができま

した。リグノセルロース高分解性ルーメ

ン微生物の働きによって、草本木質バイ

オマスのメタン発酵の前段階の分解反応

を進めることができます。 

そこで、メタン発酵の前段階の分解反

応を進めるためにルーメン液を利用し、

メタン発酵の効率を3～5倍上げることが

できました。バイオガス生産の高効率化

とシステムの小型化で国内特許（特許第

5920728 号）を平成 28年 4 月 22 日に取得

し、国際特許を出願中です。この新規技

術はルーメンハイブリッド型バイオガス

システムとして実証試験中です。 

（４）被災地農業の復興 

私は東北大学の東北復興農学センター

の塾長を務めており、6月に葛尾村の調査

見学を実施しました。葛尾村は東北大学

の菜の花プロジェクトとも連携していま

す。5年間の全村避難によって、課題は山

積みとなっていますが、産業復活のため

に、資源循環型酪農が農業復興の牽引役

を果たそうとしています。 

図５ 新たな価値を生み出す産業連携型の畜産への変革 

４．新たな価値を生み出す産業連携型

畜産への変革 

新たな価値を生み出す業連携型畜産へ

変革していく必要があります。図５に示

すように、畜産を中心にして、コンポス

ト（堆肥）は重要だが、他の循環系、例

えば菜の花プロジェクトによるバイオデ

ィーゼル燃料の生産、廃グリセリンやゴ

ミなどをメタン発酵して、メタンガスを

発電などにエネルギー利用する、消化液

は肥料利用する。このようなことが考え

られると思います。
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【基調講演】Ⅱ  

枯渇リン資源の循環による自給体制の構築 

～生命の栄養素の管理をめざす国内外の動き～ 

早稲田大学総合研究機構リンアトラス研究所 客員教授 

リン資源リサイクル推進協議会 会長

大竹久夫 

１．はじめに ～生命の栄養素～ 

人間の体は元素でできています。酸素、

炭素、水素、窒素、カルシウム、リンの 6

つの元素で人間の体の 99％が構成されて

います。このように人間の生命を構成す

る元素を「生命の栄養素（バイオ・ニュ

ートリエント、Bionutrient）」と呼びます。
生命の栄養素は地球規模で大きく循環し

ていて、人間もその一部です。生命の栄

養素の流れを地球規模で管理する考え方

が、ヨーロッパを中心に出てきています。

生命の栄養素の流れを管理することは、

食料生産、資源保護、環境保全、そして

産業と経済にとって重要なことになって

います。 

農業は、生命の栄養素を人間が摂取で

きるよう変換する行為です。リンは、農

業に絶対的に必要な元素です。リンが安

定的に供給されないと、持続的な農業、

あるいは食の安全保障が実現しません。

今、人間が使っているリンのほとんどは、

天然資源のリン鉱石から得られています。

豚ふんや鶏ふん中のリンも、元をたどっ

ていくとリン鉱石に行き着くのです。 

２．リン資源 

（１）歴史 

 地球 46 億年の歴史の中で、今から 6億

年前のカンブリア紀から、恐竜の時代の 1

億年前までの 5 億年の間に、リン鉱石は

作られました（図１）。その長い歴史のな

かで、人間はわずか 350 年前にリンを発

見し、150 年前にリン鉱石を発見したので

す。 

（２）資源量 

世界のリン資源量は 670 億トンあり、

年間採掘量は 2.2 億トンなので、耐用年

数はおおよそ 300 年（≒670 億トン÷2.2

億トン／年）と計算されます。46 億年と

いう長い時間をかけて育んできたリン鉱

石を、人間はわずか 450 年で使い切って

しまうことになるのです。 

図２に示すように、75％のリン鉱石が

モロッコ王国一国に存在し、95％が中東

諸国から産出されています。このリン鉱

石はカドミウム含有量が高く、ウランな

どの放射性物質を含むので、ヨーロッパ

諸国はこのようなリン資源に依存したく

ありません。そのためにリンのリサイク

ルに本気に取り組んでいるのです。 
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図中の出典： カンブリア紀の動物の絵は http://blogs.yahoo.co.jp/aquarius1969newage/63192724.html

恐竜の絵は http://www.nikkei-science.com/page/magazine/9912/hakuaki.html 

図１ リン鉱床形成の時代 

図２ リン鉱石資源の地政学的問題（アメリカ地質調査所、2013） 
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３．生命の栄養素の管理 

生命の栄養素は、高価では使えません。

また、品質の良いものでなければなりま

せん。リン鉱石の耐用年数が 300 年ある

といっても、安くて品質の良いものはそ

の一部に過ぎません。リン鉱石の採掘は、

時には地下深く危険な作業となり、環境

破壊につながります。また、生命の栄養

素のリンの管理を怠ると、湖沼等の富栄

養化が発生し、貴重な資源が汚染物質に

なります。生命の栄養素には適正な管理

が必要になります。 

ヨーロッパの考え方は、下水汚泥、家

畜排せつ物、食品廃棄物、農産廃棄物な

どの有機物は、生命の栄養素が姿・形を

変えたものに過ぎず、有機資源であって

廃棄物ではないという考え方です。リン

鉱石を買ってきて肥料利用して、これ以

上農地がカドミウムなどで汚染するより

も、ヨーロッパの中にある有機資源を活

用し、生命の栄養素を管理する取組を行

っています。 

４．産業の栄養素としてのリン 

 自動車、エレクトロニクス、太陽電池、

医薬品、食品など広範な産業分野でリン

を利用しています。しかし、薄く広く利

用されているので、肥料利用に比べると

その重要性があまり認識されていません。 

 わが国はリン資源を持たないため、図

３に示すように、燐安、リン肥料、リン

鉱石、黄燐、一次製品など、年間 23 万ト

ンのリンをすべて海外から輸入していま

すが、その 25％を工業用に利用していま

す。輸入金額にすると 30％になります。 

図３ リン＝肥料という短絡した考え方は変えなければならない（単位：Pトン） 
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５．Ｐバリューチェーン 

工業用の出発原料の多くは黄燐であり

（図３）、その生産国はアメリカ、中国、

カザフスタン、ベトナムの 4 か国しかあ

りません。黄燐 1 トンを生産するために

は、約 14,000 kWh の電力と、10 トンの
品質の良いリン鉱石が必要なので、どこ

でも黄燐が生産できるわけではなく、黄

燐の生産は危機に直面しています。 

わが国はすべてのリンを輸入してきた

ので、国内には持続可能なリンのバリュ

ーチェーン（Pバリューチェーン）が存在
しません。私は、農業分野と工業分野で

統合した P バリューチェーンを提案して
います。国内には未利用資源（二次リン

資源）として、製鋼スラグ 10 万トン、下

水及び下水汚泥 5 万トン、畜産廃棄物 11

万トンが合計約 26 万トンがあり、この量

は農業で必要とするリンの量に相当しま

す。回収技術によって二次リン資源から

リンを回収して大半を農業利用すれば、

リン鉱石を輸入しなくても自給できると

考えます（図４）。また、その中で 10％く

らいを品質の良いリン酸液に変換し、電

気をできるだけ使わずに黄燐（P4）に還

元して工業利用し、ハイテク産業にリン

を供給していきます。このようなリサイ

クルをベースとした P バリューチェーン
を成り立たせることを考えています。 

６．日本のリン回収事業 

岐阜市の下水処理場では、下水汚泥焼

却灰からリンを HAP（ヒドロキシアパタ
イト）として回収し、岐阜の大地という

図４ シーズ／サプライ／デマンドの結集で輝く未来 
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名称の国産肥料で年間 300 トン販売して

います。鳥取市の下水処理場では、下水

汚泥焼却灰からリンを回収し、カルシウ

ムアパタイトという白い粉で肥料利用し

ています。神戸市では、消化汚泥からMAP
（ストラバイト）の結晶として回収して

利用しています。秋田県仙北市の汚泥再

生処理センターではカルシウムアパタイ

トとして回収しています。 

 宮崎県小林市では、豚ふんを 800℃で炭

化し、炭の表面にリンを付着させて回収

する実証試験が行われています。宮崎市

バイオリサイクルでは、鶏ふんの燃焼発

電をしていますが、その燃焼灰にはリン

とカリが大量に含まれ、肥料利用してい

ます。 

７．ヨーロッパのリン回収事業 

（１）リニアー・エコノミー（直線型経

済）からサーキュラー・エコノミ

ー（循環型経済）へ 

リンの回収事業は日本とヨーロッパと

北米で行われていますが、ヨーロッパが

一番進んでいます。ヨーロッパの考え方

は、今までのリニアー・エコノミー（直

線型経済）による経済発展をやめて、サ

ーキュラー・エコノミー（循環型経済）

に転換して行こうとするものです。経済

成長を資源、エネルギー及び環境への負

荷の高いイノベーション（技術革新）に

頼るのではなく、エネルギー及び環境の

制約から解除された産業を育てることに

よって、ヨーロッパは人間らしい社会を

作っていくことに踏み出しています。 

家畜排せつ物、下水汚泥、食品廃棄物、

農産廃棄物などから生産した肥料をイノ

ベーティブ・ファーティライザー（革新

的肥料）と名づけ、積極的に利用してい

こうとしています。このように廃棄物で

あったものを、資源に変えていくために

は、社会経済システムの変革が求められ

ます。 

（２）欧州肥料法の改正 

EUでは2014年にリン鉱石を20の戦略
物質の一つに指定し、廃棄物から生産し

た革新的肥料を旧来の鉱物系の肥料と対

等または優遇してヨーロッパの市場で取

り扱えるように、EUの肥料法の大改正に
取り組んでいます。この肥料法改正は

2018 年に施行される予定です。 

これまでの肥料法はリニアー・エコノ

ミーのもとで生産された肥料を対象とし

ているため、有機廃棄物など二次リン資

源から回収された革新的肥料には不利と

なっていました。革新的肥料が従来の肥

料と対等に競うことができる平等な市場

を生み出すためには、サーキュラー・エ

コノミーに基づいた社会秩序に変えなけ

ればなりません。 

（３）ＥＵ各国のリン回収事業 

 ドイツでは、下水汚泥の農地還元を全

面的に禁止する法案を作成しています。

全面禁止したうえで、下水汚泥に含まれ

るリンの 50％を回収することを法案に入

れています。 

 スイスでは、下水汚泥の農地還元を禁

止し、2015 年の 12 月には焼却した下水汚

泥と食肉処理場排水汚泥からのリンの回

収を義務付けました。 

 オランダでは、産官学でリン回収設備

導入をめぐる合意書を結んでいます。新

しい排水処理施設にはリンの回収設備を
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入れることを義務付けています。2013 年

の12月には世界最大規模のリン回収設備

がアムステルダム市の下水処理場に導入

されました。 

図５ 「生命の栄養素」を管理することは多くの問題の解決につながる可能性がある！ 

８．おわりに 

～地球規模での生命の栄養素の管理～ 

 生命の栄養素は地球規模で流れていま

す。この生命の栄養素を地球規模で管理

することを人類は一度も考えてきません

でした。地球規模で管理することによっ

て、食料生産、資源保護、環境保全、そ

して産業と経済など多くの問題の解決に

つながることになり（図５）、ヨーロッパ

を中心にそのような取り組みが行われて

います。 

生命の存在の 3 つの要件として、（１）

安定した気候、（２）生命の多様性、（３）

栄養素の循環の管理があります。安定し

た気候と生命の多様性については、すで

に地球規模の取り組みが行われています。

これからは、地球規模で栄養素の循環を

どのように管理するか、それが人類の新

たな課題となってくると思います。 

栄養素の循環は、ローカルに解決して

も全体的な大きな解決にはなりません。

農業と工業の広域的ビジョンのもとで、

地球規模で管理する視点を持つことが重

要です。畜産環境の問題もこのような大

きな視点で考えていただきたいと思いま

す。
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青森県の畜産と畜産環境対策について 

青森県 農林水産部 畜産課 

飼料環境グループ 

１．青森県の畜産の現状 

（１）青森県の概況 

青森県は、本州の最北端に位置し、北

は津軽海峡、東は太平洋、西は日本海に

囲まれています。面積は全国第 8 位の

9,645 km2で国土の約 3％を占め、西部に

は、秋田県北西部にまたがる世界自然遺

産「白神山地」、東部には、岩手県、宮城

県に連なる三陸復興国立公園、中央部は

北東北 3 県にまたがる十和田湖国立公園

などがあり、豊かな自然に恵まれていま

す。 

 県中央部の奥羽山脈を境として、日本

海側の津軽地方では、奥羽山脈の延長に

あたる山地と出羽山脈の延長にあたる山

地によって囲まれた広大な沖積平野であ

る肥沃な津軽平野が岩木川流域に広がっ

ています。一方、太平洋側の県南地方で

は、北上山地から続く火山灰土に覆われ

た台地や段丘が広く分布しています。 

 気候は、夏が短く冬が長い冷涼な気候

で、四季がはっきりしています。夏季は、

津軽地方では、比較的気温が高く温暖な

日が多く、県南地方では、春の終わりか

ら夏にかけてヤマセ（偏東風）が吹き、

低温の日が多くなります。冬季は、西な

いし北西の季節風が多くなり、津軽地方

では雪の日が多く多雪となりますが、県

南地方は冷え込みが厳しいものの、晴天

の日が多く雪も少なめです。 

（２）青森県の農林水産業 

平成26年度における県内純生産に占め

る１次産業の割合は 3.5％、全産業の就業

人口に占める１次産業の割合は 13.0％と、

それぞれ全国平均の 0.9％、5.0％に比べ

高い水準となっています。１次産業の純

生産の内訳は、農業が約 7 割、水産業が

約 2割、残りを林業が占めています。 

表１ 青森県農業産出額（平成 26年次） 

平成 26年の農業産出額は2,879億円で、

部門別では、畜産 880 億円、果実 833 億

円、野菜 668 億円、米 388 億円、その他

110 億円で、畜産が 1位となっていますが、

各部門のバランスが取れているのが、本

県農業の特徴といえます。品目別の産出

（単位：億円、％）
品目 産出額 割合

１位 りんご 800 27.8%
２位 米 388 13.5%
３位 豚 260 9.0%
４位 ブロイラー 201 7.0%
５位 鶏卵 181 6.3%
６位 肉用牛 143 5.0%
７位 やまのいも 138 4.8%
８位 にんにく 126 4.4%
９位 だいこん 80 2.8%
１０位 ごぼう 76 2.6%

その他 486 16.9%
2,879

生産農業所得統計より

合計
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額は、表１のとおりで、りんごが 1 位、

米が 2位ですが、3位から 6位まで畜産品

目が並んでいます。 

（３）畜産の概況 

本県の主要品目である米及びりんごは、

夏季温暖で肥沃な平野が広がる津軽地方

が主産地であるのに対し、畜産は夏季冷

涼で台地や段丘が広く分布する県南地域

が主産地です。全国有数の公共牧場から

供給される豊富な草資源や、八戸港に立

地する八戸飼料穀物コンビナートなどが

その発展の背景となっています。 

主要家畜の飼養戸数及び頭羽数は表２

のとおりです。豚、ブロイラー、採卵鶏

の頭羽数は全国でも上位で、大規模化が

進んでいます。 

表２ 青森県家畜飼養羽数（平成 26 年 2 月 1 日現在） 

（４）各畜種ごとの状況及び振興施策 

１）肉用牛 

本県の肉用牛は、かつて、日本短角種

の飼育が盛んでしたが、平成 3 年の牛肉

の輸入自由化を契機に、外国産牛肉と品

質で差別化が可能な黒毛和種への転換が

進みました。その後、基幹種雄牛「第１

花国」の登場により、平成 19 年には子牛

価格が都道府県別で全国 1 位を記録しま

した。現在は、「第１花国」の後継種雄牛

づくりや、県内に多数保留されている「第

１花国」の娘牛に交配するための兵庫系

や気高系の種雄牛づくりに取り組んでお

り、「第２花国」、「優福栄」、「光茂」（写

真１上）、「平安平」（写真１下）などが基

幹種雄牛として活躍しています。 

黒毛和種の繁殖雌牛は、平成21年以降、

担い手の高齢化などによる飼養戸数の減

少に伴い、減少傾向が続いています。全

国的にも子牛の供給不足が続いています 

写真１ 「光茂」（上）と「平安牛」（下） 

が、本県では、平成 28年度の新たな取組

として、繁殖雌牛の導入経費の一部を助

（単位：戸、頭・千羽）

順位 順位 順位 順位 順位
飼養戸数 226 21 1,050 14 107 18 29 31 66 8
頭羽数 12,500 20 57,000 11 381,800 9 6,514 10 6,844 4
農林水産省　畜産統計

乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 ブロイラー
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成し、繁殖雌牛の増頭に取り組むほか、

りんごの搾りかすやにんにく等の「青森

県らしさ」を加味した新たな飼料の給与

による県産和牛のブランド化に取り組む

ことにしています。 

２）乳用牛 

酪農経営においても、高齢化による飼

養戸数の減少が続いており、1戸当たりの

飼養頭数の拡大や、経産牛 1 頭当たりの

年間搾乳量の増加が飼養頭数の減少に追

いつかず、生乳の生産量も減少傾向にあ

ります。 

このため、県では、補助事業等の活用

による牛舎の新設や搾乳ロボットの導入、

TMRセンターによる飼料供給を通じた省
力化のほか、雌雄判別精液等への支援に

より県内での乳用後継牛の確保に向けた

取組を進めてきました。平成 28 年度から

は、新たに、酪農後継者を確保するため

の受入体制づくりや、小中高校生等を対

象とした段階的な酪農担い手育成対策に

取り組むこととしているほか、地域にお

いて経営体及び施設の集約化や協業法人

化等にも取り組むことにしています。 

３）養豚・養鶏 

本県の養豚・養鶏は、県南地方を中心

に、八戸飼料穀物コンビナートの立地と

夏季冷涼な気候を背景に規模拡大が進み、

全国でも有数の経営規模を誇っています。

県としては、引き続き、地域住民の理解

の基に、環境対策に十分配慮した上で、

関係団体等と連携して、養豚・養鶏の振

興に取り組んでいきます。 

豚では、品種や本県の特産品であるり

んごの搾りかすやにんにくパウダー、飼

料用米などの飼料にこだわった銘柄があ

ります。 

肉用鶏では、県畜産試験場が開発した

地域特産地鶏「青森シャモロック」（写真

２）のブランド化に取り組んでいます。

「青森シャモロック」は、「横斑シャモ」

と「速羽性横斑プリマスロック」の交配

種で、味が濃厚で「だし」がよく出るこ

とや肉のきめが細かくしまり、肉の色が

地鶏特有の赤色をしているのが特徴で、

指定農場で決められた飼養方法により育

てており、「おいしい地鶏」として評価を

高めています。平成 28年度からは、厳選

した雄鶏を、通常飼育の 100 日からさら

に30日間特別な飼料を給与することによ

り、歯ごたえやうまみ成分を増加させた

特別飼育の青森シャモロックの生産が始

まりました。 

写真２ 青森シャモロック 

採卵鶏では、同じく県畜産試験場が開

発した「あすなろ卵鶏」があります。「あ

すなろ卵鶏」は南米チリ原産の青玉卵鶏

「アローカナ」の遺伝子を持つ「あすな

ろ」と卵黄卵重比で改良した「白色レグ

ホン」の交配種で、その鶏卵（写真３）

は、卵殻色が美しい翡翠色であることに
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加え、卵重に占める卵黄の割合が高いこ

とが特徴で、TKG（卵かけごはん）に適
したたまごとして好評です。 

写真３ あすなろ卵と白色卵 

４）自給飼料 

本県には、全国有数の公共牧場が存在

していますが、近年の肉用牛・乳用牛の

飼養頭数の減少や担い手の高齢化などに

より、その利用率は低下傾向にあり、有

効活用が課題となっています。 

一方、本県では、バランスの取れた農

業生産を背景に、比較的早い段階から飼

料用米の生産と、これを給与した畜産物

の生産に取組んできました。平成 27 年度

の本県における飼料用米の作付面積は、

前年比 256％となる 7,211 ha で、全国 2
位となっており、今後も増加が見込まれ

ています。 

こうした状況を受け、県では、公共牧

場や水田において飼料用とうもろこしや、

飼料用米を給与する場合に必要となる高

蛋白質の自給飼料を生産する取組等を通

じ、公共牧場の利用率の向上や自給飼料

の増産を図っています。 

また、子実とうもろこしを生産し、こ

れを用いた高付加価値畜産物の生産にも

取り組むことにしています。 

２．家畜排せつ物の利用の現状と課題 

（１）堆肥利用の現状 

本県における家畜排せつ物の年間発生

量は、表３に示すように、平成 26 年度で

約 2,278 千トン（乳用牛 209 千トン、肉

用牛 528 千トン、豚 885 千トン、採卵鶏

317 千トン、ブロイラー321 千トン）と推

計されています。 

 このうち、堆肥化して利用されている

ものが約 1,628 千トン（72％）、液肥利用

が約 66 千トン（3％）、焼却・炭化が 140

千トン（6％）、浄化・放流が約 444 千ト

ン（20％）となっています。 

 発生状況は原料ベースなので、直接比

較はできませんが、利用状況については、

製品ベースで、堆肥化及び焼却・炭化さ

れているもののうち、流通している量は、

特殊肥料の生産実績から、約 136 千トン

で、残りは畜産経営内で利用されている

と推測されます。 

（２）苦情の発生状況等 

 近年、市街地の拡大や農村地域の混在

化の進展に伴い、畜産経営に起因する悪

臭等の苦情の発生が常態化しています。

種別の発生件数では、水質汚濁、悪臭発

生及びこれらの複合が多く（表４の①）、

畜種別では、豚や牛での発生が多い傾向

が続いています（表４の②）。 

（３）処理施設整備の現状 

本県における平成 26 年 12 月 1 日現在

の家畜排せつ物処理施設での管理状況は、

家畜排せつ物法対象農家 934 戸のうち、

共同利用施設での処理が 131 戸（14％）、
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個人施設での処理が 702 戸（75％）、シー

ト被覆等の簡易処理対応が100戸（11％）

であり、管理基準を満たした施設で堆肥

化処理等が行われています（表５）。 

表３ 家畜排せつ物排出量及び利用状況        （単位：千トン） 

資料：青森県畜産課調べ（平成 26年度県家畜飼養頭羽数調査に基づき、農林水産技術協会「環

境保全と新しい畜産」のふん尿排せつ量を用いて算出） 

  注：単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない 場合があります。 

表４ 畜産に起因する苦情等の発生状況 

①環境汚染の種類別発生件数 

②畜種別発生件数 

計
（％） 堆肥化 焼却・炭化 液肥 浄化・放流

209 199 0 10 0
（0.1%） （95.4%） （0.0%） （4.6%） （0.0%）
528 524 0 4 0
（0.2%） （99.3%） （0.0%） （0.7%） （0.0%）
885 379 9 53 444
（0.3%） （42.8%） （1.0%） （6.0%） （50.2%）
317 317 0 0 0
（0.1%） （100.0%） （0.0%） （0.0%） （0.0%）
321 190 131 0 0
（0.1%） （59.3%） （40.7%） （0.0%） （0.0%）
19 19 0 0 0

（0.0%） （100.0%） （0.0%） （0.0%） （0.0%）
計 1,511 767 2,278 1,628 140 66 444
（％） （71.5%） （6.1%） （2.9%） （19.5%）

区分 ふん 尿
左の内訳

乳用牛 160 48

肉用牛 387 141

豚 310 574

採卵鶏 317 0

ブロイラー 321 0

馬 16 3

内訳 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度
水質汚濁 7 7 5 9 3
悪臭発生 6 3 12 9 9
害虫発生 1 2
水質・悪臭 3 9 2 5 4
悪臭・害虫 2 2 2
その他 2 3 2
計 21 22 23 23 20

内訳 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度
豚 8 8 7 7 6

乳用牛 3 2 4 6 2
肉用牛 9 9 4 7 3
採卵鶏 1 1 1 3 4

ブロイラー 1 3 2
その他 1 4 3
計 21 22 23 23 20
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表５ 家畜排せつ物処理施設の状況 

資料：青森県畜産課調べ（平成 26年 12 月 1日現在） 

（４）耕畜連携の取組 

１）土づくりと堆肥ネットワーク 

本県では平成 19年度から、安全・安心

で美味しい農産物の生産拡大を図るため、

県内すべての農業者が「健康な土づくり」

に取り組むことをめざす「日本一健康な

土づくり運動」を展開しています。 

本県の県南地域は、畜産が盛んなこと

から、堆肥生産量が多く、粗飼料として

の稲わらが不足する一方、津軽地域は、

水稲・りんご地帯であるため、堆肥が不

足気味であるほか、一部では稲わらの焼

却が見られることから、津軽地域の豊富

な稲わらを県南地域の畜産に活用し、県

南地域で生産される堆肥を津軽地域で利

用する仕組み作りが必要とされ、「あおも

り堆肥ネットワーク推進協議会」を設立

し、 

① 堆肥品評会開催による良質堆肥生産

技術の確立 

② 堆肥の成分分析による品質表示の推

進 

③ 堆肥と稲わら交換等の耕畜連携強化

のためのネットワークづくり 

④ インターネットを活用した堆肥の情

報提供や基礎的な情報の発信 

等に取組んでいます。 

２）堆肥品評会 

 堆肥品評会は年 1 回開催しており、平

成 27年 11月に第 9回目を迎えました（写

真４）。県内一円から土づくり系堆肥部門

（主原料が牛糞）に 13点、肥料系堆肥部

門（主原料が豚糞又は鶏糞）に 13 点が出

品され、審査員が汚物感、臭気、外観な

どによる総合評価や C/N比、EC、発芽イ
ンデックスなどを評点換算し、各部門上

位 3点が表彰されました（写真５）。出品

された堆肥は、年数回開催される「あお

もり堆肥展示会」にて展示・即売され、

この品評会で表彰された堆肥が、その後

販売先を大きく増やしている事例も見ら

れています。 

写真４ あおもり堆肥展示会の様子 

区　　分 法対象経営体 共同施設 個人施設 簡易対応
乳用牛 207 17 176 14
肉用牛 506 67 368 71
豚 87 3 79 5
採卵鶏 31 0 29 1
肉用鶏 77 44 33 0
馬 26 0 17 9
合　　計 934 131 702 100
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写真５ 堆肥品評会への出品堆肥 

（土づくり系と肥料系） 

（５）エネルギー利用の取組 

県南地域の一部では、家畜排せつ物が

堆肥化の需要量を超えて過剰に発生し、

需給状況の改善を図るために、エネルギ

ーとしての利用に取り組む事例もあり、

大規模養豚業者が、家畜排せつ物を原料

としたメタンガス発酵に取り組み（写真

６）、農場内の温水ボイラー用燃料として

利用しています。 

写真６ 畜産研究所バイオガスプラントの

フロー図 

また、家畜ふんの直接焼却により発電

して、固定価格買取制度による売電を検

討している業者もありますが、現段階に

おいては、家畜衛生や公衆衛生、電力系

統への接続の問題等により、実現してい

ません。 

（６）技術開発の促進等 

本県における家畜排せつ物の利用促進

に関する試験研究は、地方独立行政法人

青森県産業技術センター畜産研究所を中

心として行われており、今後も、耕種農

家のニーズに即した堆肥の生産技術、汚

水処理技術、悪臭低減技術、堆肥の減量

化技術及び家畜排せつ物のエネルギーと

しての利用促進に関する技術等について、

低コストで実用的な研究開発を推進して

いくこととしています。 

（７）消費者等の理解の醸成 

畜産環境問題の発生を未然に防止し、

本県畜産業の健全な発展を図るためには、

畜産業に対する消費者や地域住民の理解

を醸成することが重要と考えています。 

このため、県及び市町村は、日頃から、

関係者が一体となって畜産環境対策に取

り組んでいることや、家畜排せつ物の利

用促進が資源循環型社会の構築に一定の

役割を果たしていること等について、消

費者や地域住民に対する啓発に努めてい

ます。 

また、県では、畜産関係団体と連携し、

毎年「あおもり大畜産まつり」を開催し、

県産畜産物の消費拡大に努めるとともに、

地元の雇用を支える基幹産業としての畜

産業の役割についての理解醸成を図って

いるところです。 
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３．おわりに 

TPP の大筋合意により、国内畜産業は
これまでにない国際化の波にさらされる

ことから、価格や品質に加え、環境対策

や地域への貢献も含めて国内消費者及び

地元住民の理解を得る必要があります。

今後、県内の畜産業が存続・発展するた

めには、より一層、環境に配慮した畜産

を展開していくことが求められるため、

事業者、関係団体及び行政が一体となり

環境問題に取り組む体制を構築すること

が重要と考えます。
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石川県の畜産と畜産環境対策について 

石川県 農業安全課 畜産安全対策グループ 

課長補佐 

蔵谷 秀一 

１．石川県の概要（紹介） 

 本県は北陸地方の中心に位置し、東は

富山、岐阜の両県に、南は福井県と接し、

北は能登半島となって日本海に突出して

おり、地形は、南西から北東に向かって

細長く東西 100 キロ、南北 200 キロ、海

岸線は 580 キロにおよび、人口は 115 万

人と全国 34 位となっています。 

近年は、北陸新幹線開業など観光やグ

ルメ番組にも取り上げられる機会も多く、

石川県の知名度も上がったことで観光客

も急増し、おもてなし食材としての県内

畜産物の需要も高まっているものの、農

家の高齢化や後継者不足が課題となって

おり、当県としても規模拡大や新規就農

を推進していますが、環境問題を懸念す

るなど周辺住民の同意が得られずに計画

が頓挫する事案も見受けられています。 

このことから、県としても環境問題へ

の対応はもちろんとして、地域住民との

融和、理解促進が重要と考えています。 

２．石川の畜産業 

（１）農業生産額 

 平成 26 年度における農業生産額は

47,500 百万円で、全体の 50％を米が占め

ており、内、畜産は 19％の 9,200 百万円

（乳用牛 2,900 百万円、肉用牛 900 百万

円、養豚 1,500 百万円、鶏 4,000 百万円）

となっています。 

（２）家畜飼養頭数 

飼養頭数（表１）では、乳用牛 3,940

頭（全国 37 位）、肉用牛 2,790 頭（全国 

表１ 家畜飼養頭数の推移 
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43 位）、養豚 27,300 頭（全国 37 位）、採

卵鶏 111 万羽（全国 31位）と、いずれも

全国平均を下回っています。 

高齢化や後継者不足から農家数の減少

傾向が続いており（表２）、特に高齢化に

よる和牛繁殖農家の廃業が著しくなって

います。 

また平成 27年 2月 1日現在の飼養規模

別の農家数と飼養頭数は、表３に示すと

おりです。 

表２ 農家数の推移 

表３ 飼養規模別の農家数と飼養頭数

３．家畜排せつ物処理と堆肥の生産量 

 県内 138 戸の畜産経営体のうち、家畜

排せつ物法に基づく管理基準の対象とな

る 113 戸については、その殆どが堆肥化

処理施設を完備しており、全ての農家が

管理基準に適合しています（表４）。 
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表４ 家畜排せつ物法への対応状況 

 また、畜種別のふん尿発生量、処理利

用状況、堆肥の生産量は表５に示すとお

りです。本県におけるふん尿の処理・利

用状況を全般的に見みると、図１に示す

ように、発生量 18.1 万トンのうち 14.5

万トンが堆肥化され、10.6 万トンの堆肥

が生産され、8.5 万トンが耕種農家に利用

されています。 

表５ 畜種別のふん尿発生量、処理利用状況、堆肥生産量

図１ 本県における家畜排せつ物の処理・利用状況
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４．畜産経営に由来する苦情の状況 

周辺住民からの苦情の申立件数は、表

６に示すように減少傾向にあるものの、

冬期など季節的に処理能力が低下するな

ど潜在的に問題を抱えている農家があり

ます。 

一方、畜舎周辺の環境美化や地域の行

事に積極的に参加するなど住民との関係

に配慮することで良好な関係を維持して

いる農家もあります。 

表６ 畜産経営に由来する苦情の申立件数

５．県内各地区の状況

本県は、地域によって状況が大きく異

なることから、農林総合事務所単位に各

地区の課題を説明します。 

（１）南加賀地区 

当該地域は畜産農家が少ないため、県

内で最も堆肥の供給がひっ迫しており、

域外からの堆肥受入も少ないことから新

たな需要として期待されるが、広域流通

に対応するためストックポイントなどの

施設整備が課題となっています。 

（２）石川（白山）地区 

同地区では、水田地帯に畜産農家が点

在しており、個別の農家で一次処理（水

分調整）された堆肥を大規模処理施設で

一元的に処理することで個別農家の処理

労力の軽減が図られています。 

また、生産された堆肥の運搬・散布も

請け負い、耕種農家と連携した土づくり

を行い、当該施設が中心となって飼料米

やWCSの作付にも取り組んでおり、堆肥
を運搬した帰りはもみ殻を収集し、周辺

畜産農家への供給や堆肥生産に利用する

など水稲農家と連携した資源循環が図ら

れています。 

また、県内有数の水田地帯であり、か

つ、乾田のため堆肥の散布機械などの利

用も容易であることから、域内からの堆
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肥需要拡大が見込まれるものの、近年、

混住化が急激に進行しており、環境問題

の発生が最も懸念される地域でもありま

す。 

（３）県央地区 

酪農団地を有する地域で、県内乳牛の 3

割を飼養しているが、全戸が大規模な堆

肥処理施設を利用してからは環境問題の

懸念は軽減されています。 

養豚、養鶏農家は少ないものの、混住

化の進行により悪臭・水質などの環境対

策に対する取り組みが重要となっており、

規模拡大や経営継続のためにも畜産クラ

スター事業を活用し、官能試験による臭

気規制や暫定値となっている畜産排水基

準の強化も念頭とした指導が急務となっ

ています。 

（４）中能登地区 

酪農では自給飼料の生産基盤が脆弱な

ため、経営内での堆肥利用に限界があり、

特に冬期間の処理能力や保管場所が不足

する事案も散見され、安定した品質と需

要の確保が課題となっており、耕種農家

と連携した堆肥保管施設や散布機械の整

備、それに伴うコントラクター組織の育

成・機能強化が必要となっています。 

 肉用牛についても同様で、ほぼ全量を

経営外で処理する必要があり、大規模飼

養者については域外の耕種農家へ流通さ

せていますが、運搬など労力面が課題と

なっています。 

 養豚については県内養豚農家の半数を

有する地域のため、供給先が競合するな

どの課題がありますが、廃業した養豚農

家の供給先を引き継ぐなどにより地域内

での堆肥の需給バランスが保たれていま

す。 

 しかし、混住化や悪臭・水質などで周

辺住民との関係が悪化している事案もあ

るなど環境問題に対する取り組みが重要

となっており、規模拡大や経営継続のた

めにも畜産クラスター事業を活用し、官

能試験による臭気規制や暫定値となって

いる畜産排水基準の強化も念頭とした高

度処理施設の導入を推進する必要があり

ます。 

 養鶏については、鶏ふん堆肥の品質差

（鶏舎・処理施設の構造による）が大き

く、過去に行われた不適切処理への不信

感や、圃場散布後に悪臭が発生するなど

から利用が敬遠され、供給先の確保が課

題となっています。 

（５）奥能登地区 

管内の酪農、肥育農家は自給飼料生産

を主体とした経営体が多く、生産された

堆肥のほぼ全量が経営内で利用されてい

ます。 

 養豚については、周辺の耕種農家に利

用されているものの、季節的に需給バラ

ンスが崩れることもあり、域外への流通

など新たな供給先の確保が必要となって

います。 

 このため、春・秋期に集中する耕種農

家からの堆肥需要に応える体制づくりが

必要であるものの、運搬・散布に必要な

機材や人員の確保が課題となっていたこ

とから、県内の大型堆肥処理施設が堆肥

の散布や運搬を相互に連携することで効

率的化を図り、広域的な需要の確保に取

り組み始めています。 

 養鶏については、県内最大規模の農場

を有する地区で、飼養戸数、羽数も多く
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域内で利用しきれず県外を含め広範囲に

ホームセンターなどに流通しています。 

６．人材育成 

本県では、専門家育成のため、これま

でに畜産環境アドバイザー研修に延べ

122 名に参加し、現在、家畜保健衛生所や

農林総合事務所などの指導機関で、現在

40 名が農家の指導やアドバイスを行って

います。 

今後とも、若手職員を中心に毎年 2 名

程度を受講させることとしています。 

７．家畜ふん尿処理過程における臭気

低減技術の開発 

（１）背景

畜産農家は悪臭対策に苦慮しており、

周辺住民から苦情が発生しないような対

策や技術が必要となっています。特に、

悪臭の主な発生源である堆肥製造過程及

び製品堆肥から発生する悪臭の対策が強

く求められています。 

 そこで農林総合研究センター畜産試験

場では、家畜ふんの堆肥化時に水分調整

資材として混合するオガクズの一部を、

臭気低減が期待できる未利用な有機性資

源に替えて、悪臭の発生を抑制できない

か検討しました。 

（２）コーヒー粕を利用した牛ふん及び

豚ぷんの堆肥化

 今回、選定した未利用有機性資源は「コ

ーヒー粕」で、その多孔質な形状や弱酸

性であることから、アンモニア等の臭気

成分を吸着し、悪臭の発生を低減するこ

とを期待し供試しました。牛ふん、豚ぷ

んそれぞれについて、コーヒー粕の混合

割合（10％、20％、30％）や臭気の低減

効果を確認するため、小型の堆肥化装置

を用いて調査しました。 

（３）コーヒー粕添加による臭気低減 

効果

牛ふん、豚ぷんそれぞれについて、コ

ーヒー粕を添加することで、アンモニア

や揮発性脂肪酸などの臭気の低減に一定

の効果が認められ、牛ふんではコーヒー

粕を 10％添加することでアンモニアが低

減（図２）、豚ぷんにおいても、コーヒー

粕の添加によりアンモニアの低減が図ら

れましたが（図３）、元々の濃度が高いた

め除去しきれていない状況にありました。 

図２ 牛ふん堆肥化時のアンモニア濃度の推移 

図３ 豚ぷん堆肥化時のアンモニア濃度の推移
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（４）堆肥の品質

 コーヒー粕の添加が堆肥の品質にどの

ような影響を及ぼすか調査したところ、

表７に示すように、オガクズ堆肥と比較

して、コーヒー粕添加堆肥は、その添加

量が多いほど、水分が低下し、堆肥の腐

熟が停滞する傾向にあり、特に豚ぷんで

その特徴が顕著に現れました。 

表７ 堆肥の水分と炭素率 

   （発酵期間：28日間） 

（５）コマツナ栽培試験結果

図４は、コマツナでの栽培試験の結果

で、オガクズ堆肥を使った場合のコマツ

ナの生体重を 100 とした指数で、各試験

区の比較を行いました。 

図４ コーヒー粕添加堆肥のコマツナ初期

育成に及ぼす影響 

（生体重指数：おが粉堆肥の生体重を 100

とした場合の指数） 

牛ふんコーヒー粕添加堆肥では、オガ

クズ堆肥と遜色なく成長が確認されまし

たが、豚ぷんコーヒー粕添加堆肥では、

コーヒー粕添加量が増すにつれて、生育

が悪くなるといった結果が得られました。

その原因としては、豚ぷん堆肥の場合、

コーヒー粕の添加により、堆肥の腐熟が

進まなかったためと考えられます。 

（６）試験結果のまとめ

 以上、今回の試験により、堆肥化時に

コーヒー粕を添加することは、悪臭を低

減する手段として一定の効果があること

を確認できました。 

牛ふんコーヒー粕添加堆肥では、コー

ヒー粕 10％添加からその効果が確認され、

オガクズ堆肥と遜色ない堆肥ができるこ

とがわかりました。 

 一方、豚ぷん堆肥についても、コーヒ

ー粕 10％添加から臭気低減効果が確認さ

れ、添加量が多いほど、その効果も顕著

に表れましたが、堆肥中の水分減少が激

しく、堆肥としての品質が低下すること

から、コーヒー粕の添加量は 10％程度ま

でが適当と考えられました。  

 最後に、コーヒー粕の添加だけでは悪

臭を除去することは困難で、臭気の低減

には多面的な対策が必要であることから、

コーヒー粕のような脱臭資材の使用のほ

か、堆肥舎への脱臭装置の併設等につい

ても検討し、それらを一体的に活用・普

及していくことで、より一層の悪臭対策

が図られるものと考えています。 
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８．事例紹介 

（１）野菜農家の求める良質堆肥生産の

取り組み（Ａ肉用牛農家） 

同農場は、肉牛肥育農家で約 320 頭（黒

毛和種 280 頭、ホルスタイン種 40頭）飼

育している大規模農家で、週 1 回ペース

でふん尿を堆肥舎に搬出し、月に数回切

り返しを行い、3～4 か月かけ発酵させる

など、以前から良質な堆肥生産を心がけ

ています。 

写真１ A肉牛農家の堆肥保管施設（内部） 

写真２ 堆肥保管施設（外観） 

 しかし、飼養規模の拡大により、冬期

間の保管場所の不足と品質の低下が課題

となっていたことから、昨年、新たな堆

肥保管施設を畜産環境整備リース事業に

より導入しました（写真１、２）。 

 施設導入により、春秋に集中する堆肥

の需要期にも安定した堆肥を供給出来る

ようになり、耕種農家から期待されてい

ます。 

（２）周辺住民との調和（Ｂ養鶏場） 

飼養羽数は約39万羽（成鶏約25万羽）

と県内最大規模の養鶏場（写真３）で、

鶏ふんについては良質な有機質肥料とし

て地域の国営開発地農地の畑作農家へ供

給するほか、県内外のホームセンターへ

も出荷しています（写真４）。 

写真３ B養鶏場の既存の堆肥舎

写真４ ホームセンター向け製品 
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一昨年に鶏ふん撹拌施設を更新し（写

真５）、農家が利用しやすいような形状に

するなど努力されており、昨年には縦型

コンポストも追加導入し（写真６）、鶏ふ

んの処理能力と品質向上に力を注いでい

ます。 

写真５ 一昨年に導入した鶏ふん撹拌施設  

写真６ 昨年導入した縦型コンポスト 

また、農場の下流となる河川の草刈り

やコイ放流など、地元住民との交流にも

積極的に取り組んでいます。 

（３）共同処理施設（Ｃ事業所） 

当該施設は、環境対策と堆肥の有効利

用を図るため、昭和 59年に市の農業公社

が運営を開始し、平成 20 年からは酪農家

4 戸が設立した民間会社が同施設の指定

管理者運営している（写真７）。 

写真７ C事業所の共同処理施設

市内の 12 戸の畜産農家から年間約

14,700tのふん尿を受け入れ、管内水稲農
家から出る籾殻を副資材として有効利用

しているが、管内畜産農家の廃業により、

ふん尿引取手数料が減少しており、また、

稼働開始から 30年が経過し、施設機械の

更新などが課題となっているが、平成 25

年から稲 WCS 収穫コントラクターとし
ての活動を開始し、稲WCSを収穫・販売
することでふん尿引取手数料の減少分を

補い、施設の補修を最低限に抑えると共

に、機械は補助事業や中古品を積極的に

取り入れて、経営の安定に努めている。  

なお、堆肥は直接、耕種農家に販売す

る他、土作り事業として、年間約 250ha
の水田に農家負担 4,000 円/10a の価格で
堆肥散布を実施している。 

９．最後に 

石川県は畜産農家も少なく、畜産農家

自体が存在しない市町がある程で、他都
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道府県と比較すれば相対的に苦情の発生

件数も少ないと思いますが、逆に動物と

ふれあう機会がないことから畜産農家へ

の理解も乏しく、畜産＝汚い、臭いとい

った先入観から新規就農や規模拡大を図

るうえでの障害となっています。 

本県では、国が平成 37年度を目標とし

て新たな家畜排せつ物の利用の促進を図

るための基本方針を示したことを受け、

畜産クラスターの取り組みを活用しなが

ら、地域と一体となった環境対策や畜産

の振興を図るため、畜産農家、関係団体

が協力して取り組んでいきたいと考えて

います。 
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平成 27年度畜産高度化支援リース事業の貸付実績について 

環境整備部 

 機構が実施している畜産高度化支援リース事業のうち、平成 27 年度における畜産

環境整備リース事業及び堆肥保管施設整備リース事業の貸付実績（台数、金額（千円、

消費税込））は表のとおりでした。 

表 平成 27 年度貸付実績 

単位：千円 

台数 金額 台数 金額 台数 金額 台数 金額

家畜ふん尿処
理施設等

118 901,286 122 480,911 78 367,770 123 529,545

飼料の生産・
給与等施設

64 288,668 55 202,693 37 129,597 65 219,078

家畜飼養管理
施設等

30 68,544 30 89,496 34 90,944 23 54,099

特認施設等 1 3,640 3 6,442 － － － －

計 213 1,262,138 210 779,542 149 588,311 211 802,722

堆肥の調整・
保管施設

100 1,138,463 47 688,351 67 633,304 125 1,049,790

堆肥の運搬機
械等

98 589,481 54 344,143 84 487,043 135 858,386

計 198 1,727,944 101 1,032,494 151 1,120,347 260 1,908,176

411 2,990,082 311 1,812,036 300 1,708,658 471 2,710,898

参考（平成２４～２６年度の貸付実績）

平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度

畜産環境整備
リース事業

堆肥保管施設
整備リース事
業

区分

合計

平成２７年度
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〒１０５－０００１ 東京都港区 

虎ノ門５－１２－１ ワイコービル 

℡ ０３（３４５９）６３００ 

畜産環境整備機構のリース 

28年度事業のお知らせ 

詳しくはホームページをご覧ください。 
http:://leio.or.jp

平成28年7月6日以降 

附加貸付料の適用料率 

畜産環境整備機構 

一般財団法人 畜産環境整備機構 

  料率
(%)

経 営 

リース 

下記以外 0.70

食 肉 

リース 

下記以外 0.75

生 乳 

リース 

下記以外 0.75

認定農業者 

200万円以上の
貸付で過去に

借受実績あり 

等 

0.50

衛生管理機械 0.50

過去3年度内の
借入実績が

9000万円以上 

0.60

過去3年度内の
借入実績が

3000万円以上 

0.60

調 査 

リース 

調査協力者 0.50

●経営リース 

①家畜ふん尿処理機械施設、飼料生産・給

与等機械施設、家畜飼養管理等機械施設の

ほか、簡易畜舎、太陽光パネルも 

②食肉加工品・乳製品製造設備等も 

③経営管理用機械（PCシステム） 

●生乳リース

乳製品の製造を行う個人・法人に対する

チーズ等の乳製品製造設備も 

●調査リース（新メニュー）

汚水処理機械・中古機械を対象に調査協力

者に低料率でリース。 

畜産高度化支援リース事業を拡充 

ちくかんリースの特徴
●頭金などの自己資金は必要なし、全額、リー

スで対応可能。 

●リース料は、年払いまたは四半期払いのいず

れかを選択可能。 

●貸付期間終了後、リース物件は借受者に譲

渡。 

●保証保険に加入することで、無担保・無保証

人（生乳リースを除く）。 

●貸付枠のあるかぎり、いつでも借り入れ可能。 

返済は元金均等方式なので、

農家負担総額は「アドオン」

方式より低額に！ 

水質汚濁防止法の排水規制強化！

（硝酸性窒素の暫定基準が７月から

引き下げ（７００mg/l→６００mg/l） 



編集後記 

☆ 表紙は岡山県農林水産部の安藤恭治さんから提供された写真をもとに、

畜産環境整備機構 環境整備部の原 恵 調査役が作成しました。 

☆ 平成 28 年 7 月 19 日（火）に農林水産省と畜産環境整備機構が共催した

「畜産環境シンポジウム・堆肥で増産！」から基調講演二題の概要を掲

載しました。主催者を代表して森山農林水産大臣と井出理事長の挨拶で

始まり、193 名の参加者がありました。 

http://www.maff.go.jp/j/p_gal/min/160719.html 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/160624.html 

☆ 県の畜産と畜産環境対策について、青森県と石川県に執筆いただきました。 

☆ 今年も 8月号に前年度の畜産高度化支援リース実績をお届けしました。 
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